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生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の 2第 4項において準用する同法第50条の 2の規定により、指定介護

機関から次のとおり居宅介護事業所を廃止した旨の届出があった。

平成30年 9月11日

石川県知事 谷 本 正 憲

居宅介護事業者 居宅介護 事業所 廃止

名 称 主たる事務所の所在地 名 称、 所在 地 年月日

東京都港区高輪3丁目23
平成30年

株式会社 南山堂 番17号品川センタービ 箔山堂薬局 小松市串町東50番 1

ルデ、イング11階
8月12日

チュー リップ調剤株式 富山県富山市牛島町 1番 チュー リップ宇出津薬 鳳珠郡能登町字宇出津山 平成30年

会社 4号 局 分 2字19番 3 8月31日

石川県告示第405号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国 した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

54条の 2第 4項において準用する同法第50条の 2の規定により、指定介護機関から、次のとおり居宅介護事業所を廃

止 した旨の届出があった。

平成30年9月11日

石川県知事 谷 本 正 憲
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居宅介護事業者 居宅介護 事業所 廃止

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 年月日

東京都港区両輪3丁目23
平成30年

株式会社南山堂 番17号品川センターピ 箔山堂薬局 小松市串町東50番 1

ルデ、イング11階
8月12日

チューリップ調剤株式 富山県富山市牛島町 1番 チューリップ字出津薬 鳳珠郡能登町字字出津山 平成30年

会社 4号 局 分 2字19番 3 8月31日

石川県告示第406号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下 「条例Jとしづ 。)第16条第 1項の規定

により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので告示する。

平成30年 9月11日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 失効した知事指定薬物の名称

(1) 2一 (エチルアミノ) -2ーフェニルシクロヘキサンー1ーオン及びその塩類

(2) メチル=2- [1- (5 フルオロベンチル) -1 H インドール 3 カルボ、キサミド]-3， 3 ジメチ

ルブタノアート及びその塩類

2 失効の理由

当該知事指定薬物が条例第 2条第 1項第 6号に掲げる薬物に該当すると認められるに至ったため

3 失効の日

平成30年 9月1日

4 罰則の適用

条例第24条から第28条までの規定は、上記の知事指定薬物の指定がその効力を失う前にした当該知事指定薬物に

係る行為についても、適用する。

公 L::I::. 
Eヨ

農用地利用配分計画の認可申請及び縦覧公告

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第四条第 1項の規定により、石川県農地中間管理

機構から農用地利用配分計画の認可の申請があったので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について、知事に意

見書を提出することができる。

平成30年 9月11日

1 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受け る者

氏名又 は 名称 住 所

有限会社北次農場 能美郡川北町字朝日イ24番地

農事組合法人 ファームくらみ 河北郡津幡町字倉見タ352番地

加藤篤 河北郡津幡町字牛首タ97番地

谷口 雅亮 鹿島郡中能登町小竹テ45

村木てる江 羽咋郡志賀町仏木る15番地

三山 克志 羽咋郡志賀町町居ル21

湯高太喜夫 羽咋郡志賀町谷神ト91

2 農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間

(1) 縦覧場所

石川県知事 谷 本 正 憲

賃借権の設定等を受ける土地

能美郡川北町字土室379番 1

河北郡津幡町字倉見ヲ291番 1ほか4筆

河北郡津幡町字種ロ83番 1ほか4筆

鹿島郡中能登町小竹ほ21番ほか2筆

羽咋郡志賀町仏木大40-1ほか3筆

羽咋郡志賀町草木日 57-1ほか 1筆

羽咋郡志賀町谷神甲27
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石川県農林水産部農業政策課

(2) 縦覧期間

平成30年 9月11日から同月25日まで

3 意見書の提出先

石川県農林水産部農業政策課

〒920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川 県公 報 第 13 1 38号

土地改良区の役員退任公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号)第四条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

平成30年 9月11日

石川県知事 谷 本 正 憲

牧土地改良区

職 名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 田 嶋 輝 雄 小松市育成町43番地 平成30年 3月30日

" 岡 田 幸太郎 " 安宅新町甲18番地89 " 
" 新 田 武 志 " 浮柳町丙44番地 " 
" 升 田 英 i"e口入 " 丸の内町 1丁 目122番地 " 
" :lt 里子 智 久 " 下牧町 1丁 目43番地 " 
" t可 本 富喜夫 " 下牧町 1丁 目41番地 " 
" 越 田 藤之久 " 下牧町 1丁 目5番地 " 
" 西 正 y{:; ロ " 草野町ホ10番地 " 
" 亀 田 稔 " 下牧町ホ104番地 " 
" :lt 嶋 進 " 鶴ヶ島町タ54番地 " 

監事 中 西 幸 " 安宅新町ニ 1番地 9 " 
" ) 11 本 H青 雄 " 丸の内町2丁 目187番地 1 " 
" 岸 里子 手Ij 則 " 鶴ヶ島町タ15番地 " 

川北町土地改良区

職 名 氏 名 住 所 退任年月 日

理事 山 イそ 守 能美郡川北町字中島ワ150番地 平成30年 8月 9日

" j工 戸 正 員IJ " 字士室ル162番甲地 " 
" 武 田 :(丁- " 字山田先出礼330番地 " 
" イ壬 田 正 " 字壱ツ屋へ75番地 1 " 
" 津 田 秋 " 字国子島甲109番地 1 " 
" 目半 地 勇 夫 " 字国子島ウ145番地 " 
" 橋 場 智 敏 " 字橘ヤ43番地 " 
" 西 田 文 之 " 字橘新イ26番地 " 
" 前 哲 雄 " 字朝日 イ20番地 " 

監事 西 田 肇 " 字三反田ロ 119番地 " 
" 作 田 隆 光 " 字与九郎島へ101番地 " 

土地改良区の役員就任公告

土地改良法(昭和24年法律第195号)第四条第16項の規定により 、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

平成30年 9月11日

石川県知事 谷 本 正 憲
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牧土地改良区

職 名 氏 名 イ土 所 就任年月日

理事 田 嶋 輝 雄 小松市育成町43番地 平成30年 3月31日

" 宇多 山 茂 良 " 安宅新町ニ 1番地14 " 
" 新 田 武 志 " 浮柳町丙44番地 " 

" フE 田 芳 幸 " 丸の内町 2丁目100番地 " 
" } 11 本 日青 雄 " 丸の内町 2丁目 187番地 1 " 
" 河 本 富喜夫 " 下牧町 1丁目41番地 " 

" 越 田 藤之久 " 下牧町 1丁目5番地 " 
" 西 正 yf:i 口 " 草野町ホ10番地 " 
" 亀 田 稔 " 下牧町ホ104番地 " 
" ~t 嶋 進 " 鶴ヶ島町タ54番地 " 

監事 岡 田 幸太郎 " 安宅新町甲18番地89 " 
" 岸 里子 手Ij 員IJ " 鶴ヶ島町タ15番地 " 
" ~t 里子 智 久 " 下牧町 1丁目43番地 " 

川北町上地改良区

職 名 氏 名 住 所 就任年月 日

理事 山 代 守 能美郡川北町宇中島ワ150番地 平成30年 8月10日

" i工 戸 正 員り " 字土室ノレ162番甲地 " 

" 西 戸 啓 " 字土室サ 5番乙地 " 
" 喜 多 政 尚 " 字山田先出仁143番地 " 
" イ壬 田 正 " 字壱ツ屋へ75番地 1 " 
" 田半 地 勇 夫 " 字国子島ウ145番地 " 
" 佐々木 茂 成 " 字橘ソ12番地 " 

" ~t 中 博 之 " 字朝日 イ 7番地 " 
" 前 哲 雄 " 字朝日 イ20番地 " 

監事 市 田 茂 " 字三反田ロ 120番地 " 
" j宰 田 秋 " 字国子島甲109番地 1 " 

国土調査の成果認証公告

国土調査法 (昭和26年法律第180号)第四条第2項の規定により 、次のとおり国土調査の成果を認証した。

平成30年 9月11日

1 調査を行った者の名称、

かほく市

2 調査を行った期間

平成26年4月30日から平成29年 3月24日まで

3 成果の名称

かほく市(余地の一部)の地籍図及び地籍簿

4 調査を行った地域

ロの全部

'ームー・
ナ

石川県知事 谷 本 正 憲

イ、ハ、ニ、ホ、へ、ヲ、ワ、ヨ、ヤ、エ、コ、甲及び乙の各一部

5 認証年月 日

平成30年 9月11日
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業務委託に係る技術提案書の募集公告

次のとおり技術提案書の提出を募集する。

平成30年 9月11日

第 13 1 38号

石川県知事 谷 本 正 憲

1 業務概要

(1) 業務名

石川県冬期道路気象予測業務

(2) 業務内容

本業務は、冬期の気象情報の各種(降雪 ・気温)予測を実施し、これらの予測情報をインターネッ ト環境から

県土木事務所及び県除雪契約業者等に配信するものである。

(3) 履行期限

平成31年 3月31日

2 参加資格等

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である こと。

(2) 石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第111条第 2項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ

れている者であること。

(3) 参加表明の提出期限の翌日から随意契約時までの期間に、指名停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 気象業務法(昭和27年法律第165号)第17条第 1項の規定により予報業務の許可を受けている者で、次の条件

を全て満たすこと。

ア 予報目的に 「特定向け」が含まれていること。

イ 予報期間に「短時間」及び 「短期」が含まれていること。

ウ 予報区域に 「石川県Jが含まれていること。

(5) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をしづ。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成 3年法律第77号)第 2条第6号に規定する暴力団員をしづ。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第 2号に規定する暴力団をしづ。以下同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員 と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 気象予報士により 24時間体制で気象監視を行うこと。

(7) 技術提案書は 1者 1件 とする。

3 技術提案募集要領の配布場所等

(1) 配布場所及び問合せ先

干920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県土木部道路整備課 雪寒 ・安全対策グ、ループ

電話番号 076-225-1727 

(2) 配布方法

(1)の配布場所において配布

4 技術提案書の提出場所等

(1) 技術提案書の提出場所及び問合せ先

3 (1)の配布場所及び問合せ先と同じ。

(2) 技術提案書の提出期限

ア 提出 期限平成30年 9月25日(火)午後 5時
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イ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、提出期限内必着とする。)

5 技術提案の参加表明

(1)表明期限平成30年 9月18日(火)午後 5時

(2) 表明方法 技術提案募集要領に示す方法による。

6 技術提案書の採否及び契約

(1) 4(2)アの提出期限まで、に提出のあった技術提案書について、後日審査会においてヒアリングを実施する。

(2) 技術提案書の採否については、(1)のヒアリング実施後 1週間以内に応募者に対し文書で通知し、採択された技

術提案書を提出した者と随意契約を締結する。

7 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 契約書作成の要否

要

(3) 手続における交渉の有無

鉦

(4) 契約保証金

免除

(5) 6 (1)のヒアリングへの出席及び技術提出書類等の作成に要する経費は、応募者の負担とし、提出書類等は返却

しない。なお、提出書類等の機密保持には十分配慮する。

(6) その他詳細は、技術提案書募集要領による。

金沢港港湾計画の変更概要の公告

港湾法(昭和25年法律第218号)第 3条の 3第 9項の規定により、金沢港港湾計画の変更概要を次のとおり公告す

る。

平成30年 9月11日

金沢港港湾管理者石川県

代表者石川県知事 谷 本 正 憲

1 港湾計画の変更概要

金沢港港湾計画の変更概要の公告(平成29年11月17日付け石川県公報第13056号登載)により、その概要を公告

した金沢港港湾計画について変更した事項は、次のとおりである。

(1) 水域施設計画

泊地

地 区 名

南

(2) 係留施設計画

岸壁

地区名 公共用又は専用

南 公共用

(3) 小型船だ、まり計画

水深(メートノレ)

10 

面積(ヘクタール)

5 

地 区名

南

港湾施設

岸壁

水深(メートノレ)

7. 5~10 延長(メートル)

150 

水深(メートル)

10 

1
1
 

レ
一
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一一
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f
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一
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2 変更後の港湾計画の縦覧場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県土木部港湾課

金沢市湊4丁目 12番地
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石川県金沢港湾事務所

土地区画整理組合の事業計画の変更認可公告

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第四条第 1項の規定により、土地区画整理組合の事業計画の変更を次の

とおり認可した。

平成30年 9月11日

1 組合の名称

白山市松任北安田南部地区土地区画整理組合

2 事務所の所在地

白山市北安田町1056番地 1

3 設立認可の年月日

平成27年12月25日

4 変更認可の年月日

平成30年 9月4日

石川県選挙管理委員会告示第82号

選挙管理委員会

石川県知事 谷 本 正 憲

地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第 1項及び第75条第 1項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の

1の数(県条例の制定又は改廃の請求及び県の事務等の監査の請求の場合の署名者の最低数)は、次のとおりである。

平成30年 9月11日

石 川 県選挙管理委員会

19， 145人

石川県選挙管理委員会告示第83号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第76条第 1項、第81条第 1項及び第86条第 1項の規定による選挙権を有する者

の総数の 3分の 1 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数

と40万に 3分の 1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数

に8分の 1を乗じて得た数と40万に 6分の 1を乗じて得た数と40万に 3分の 1を乗じて得た数とを合算して得た数)

の数(県議会の解散の請求並びに知事、副知事、県選挙管理委員、県監査委員及び県公安委員会の委員の解職請求の

場合の署名者の最低数)は、次のとおりである。

平成30年 9月11日

石 川 県選挙管理委 員会

219，655人

石川県選挙管理委員会告示第84号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第80条第 1項の規定による各選挙区別の選挙権を有する者の総数の 3分の 1

(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数と40万に 3分の 1

を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に 8分の 1を乗じ

て得た数と40万に 6分の 1を乗じて得た数と40万に 3分の 1を乗じて得た数とを合算して得た数)の数(県議会議員

の解職請求の場合の署名者の最低数)は、次のとおりである。

平成30年 9月11日

石 川 県選挙管理委員会
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選 挙 区 名 最 低 署 名 者 数

金 沢 市 選 挙 区 125，814人

七 尾 市 選 挙 区 15，278人

中公 市 選 挙 区 29， 683人

輪 島 市 選 挙 区 8， 043人

珠 訓{ 市 選 挙 区 4， 380人

力日 賀 市 選 挙 区 19， 166人

羽 咋市羽 咋 郡南 部 選挙区 10， 183人

七、 ほ く 市 選 挙 区 9，742人

白 山 市 選 挙 区 31，085人

育巨 美 市 育巨 美 郡 選 挙 区 14，998人

堅子 々 市 市 選 挙 区 14， 061人

河 ヰヒ 郡 選 挙 区 17，710人

羽 咋 郡 北 者日 選 平ーすLー 区 6， 039人

鹿 島 郡 選 挙 区 5， 122人

鳳 珠 郡 選 挙 区 7，779人

石川県選挙管理委員会告示第85号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (Bij和31年法律第162号)第 8条第 1項の規定による選挙権を有する者

の総数の 3分の 1 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数

と40万に 3分の 1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数

に8分の 1を乗じて得た数と40万に 6分の 1を乗じて得た数と40万に 3分の 1を乗じて得た数とを合算 して得た数)

の数 (県教育委員会の教育長又は委員の解職請求の場合の署名者の最低数)は、次のとおりである。

平成30年 9月11日

石 川 県選挙管理委 員 会

219，655人

( 1箇月 2，350円送料と も) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁 目1番地 石 川 県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側 共 栄 TEL(076) 292-2236 


